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本日（12月 26日）の「再チャレンジ支援に関する関係閣僚による会合」において了承

された「再チャレンジ支援総合プラン」において、国民の意見を反映しないまま、パート

労働者への社会保険の適用拡大が明記されたことは大変遺憾である。当協議会は、パート

労働者・事業者の双方に重大な影響を及ぼすパート労働者への厚生年金等適用拡大につい

て改めて断固反対を表明するとともに、年金制度見直しのような重大な制度変更について

は、国民の前で透明性・公平性をもって慎重に議論を行い、国民の総意の下にその方向性

が決められるよう強く要望したい。 

 

 
１．再チャレンジ支援総合プランの基本認識にある「国民ひとりひとりがその能力や持ち

味を十分発揮し、努力が報われる公正な社会を構築していくこと」は、大切な問題であ



ると理解している。しかしながら、厚生年金等に加入することと再チャレンジすること

がどのように整合するのか不明である。 
また、パート労働者に一律に厚生年金等を適用拡大した場合、パート労働者・事業者

双方が、過重な保険料負担に備えるために、パート労働のあり方を長時間勤務と短時間

勤務に二極化するようになるだろうと予測されているが、適用拡大によって、働き方に

関するパート労働者の主体性と事業者の考え方に決定的な乖離が生じ、結果として現在

の多様な働き方が根本から壊れてしまいかねない。適用拡大の強行こそまさに、再チャ

レンジ政策が掲げる「多様な選択肢の用意」に逆行することにほかならない。 

 

２．個々人の事情や希望に応じて短時間労働を選択しているパート労働者は、現行の所得

税や社会保険の仕組みの中で、現在の働き方や手取り収入の水準を確保したいと希望し

ているのが実態であり、決して厚生年金等への加入、すなわち保険料負担の発生を望ん

でいるわけではない。 

年金制度や社会保険庁に対する不信感に加えて、厚生労働省が 12月 20日に発表した
将来推計人口の結果を踏まえれば、将来の保険料負担と年金給付のバランスに対する不

安はますます募るばかりであり、このような状況下で安易に適用拡大を強行することは

「取り易いところから取る」ためだけの策であって、決してパート労働者の将来に寄与

する施策にはならない。 

 

３．パート労働者等への厚生年金等の適用拡大問題については、平成 16年 2月の与党年
金制度改革協議会での合意に基づき、「国民年金法等の一部を改正する法律」の附則第 3
条第 3項に、 
社会経済の状況、短時間労働者が多く就業する企業への影響、事務手続の効率性、短時間労働者 
の意識、就業の実態及び雇用への影響並びに他の社会保障制度及び雇用に関する施策その他の施 
施策との整合性に配慮しつつ、企業及び被用者の雇用形態の選択にできる限り中立的な仕組みと 
なるよう、この法律の施行後５年を目途として、総合的に検討が加えられ、その結果に基づき、 
必要な措置が講ぜられるものとする。 
と明記された。しかしながら、この附則の経緯と趣旨を全く無視したまま、適用拡大が

明記されたことは大変遺憾であり、断固として反対を表明する。 
 

 

 

 

以上 

 

 ※お問合せ※ 
 『短時間労働者への厚生年金等適用拡大反対協議会』幹事団体 
   日本チェーンストア協会（常務理事・小笠原）   TEL03-5251-4600 FAX03-5251-4601 
   日本百貨店協会（常務理事・小豆澤）       TEL03-3272-1666 FAX03-3281-0381 
   日本スーパーマーケット協会（事務局長・並木）  TEL03-3661-4967 FAX03-3661-4512 



 
 

『短時間労働者への厚生年金等適用拡大反対協議会』参加団体 

 
 
●社団法人全国スーパーマーケット協会 （理事長；原 信一） 

  東京都新宿区大久保２－７－１ 大久保フジビル    TEL03-3207-3157  FAX03-3207-5277 

●社団法人全国乗用自動車連合会 （会長；新倉 尚文） 

  東京都千代田区九段南４－８－１３ 自動車会館    TEL03-3239-1531  FAX03-3239-1619 

●社団法人日本給食サービス協会 （会長；野々村 禎之） 

  東京都千代田区神田鍛冶町３－５－８ 神田木原ビル   TEL03-3254-4614  FAX03-3254-4667 

●日本小売業協会 （会長；中村 胤夫） 

  東京都千代田区丸の内３－２－２ 東商ビル    TEL03-3283-7920  FAX03-3215-7698 

●社団法人日本ショッピングセンター協会 （会長；木村 惠司） 

  東京都中央区勝どき３－１２－１ フォアフロントタワー   TEL03-3536-8121  FAX03-3536-8120 

●日本スーパーマーケット協会 （会長；清水 信次） 

  東京都中央区日本橋本町２－６－３     TEL03-3661-4967  FAX03-3661-4512 

●社団法人日本セルフ・サービス協会 （会長；増井 德太郎） 

  東京都千代田区内神田３－１９－８ 櫻井ビル    TEL03-3255-4825  FAX03-3255-4826 

●社団法人日本専門店協会 （会長；黒川 光博） 

  東京都港区北青山２－１２－８ 荒川ビル    TEL03-5411-5351  FAX03-5411-5515 

●日本チェーンストア協会 （会長；佐々木 孝治） 

  東京都港区虎ノ門１－２１－１７ 虎ノ門ＮＮビル    TEL03-5251-4600  FAX03-5251-4601 

●社団法人日本通信販売協会 （会長；石川 博康） 

  東京都中央区日本橋小舟町３－２ リブラビル    TEL03-5651-1155  FAX03-5651-1199 

●社団法人日本テレマーケティング協会 （会長；菱沼 千明） 

  東京都千代田区神田東松下町３５ アキヤマビルディング２   TEL03-5289-8891  FAX03-5289-8892 

●日本百貨店協会 （会長；中村 胤夫） 

  東京都中央区日本橋２－１－１０ 柳屋ビル    TEL03-3272-1666  FAX03-3281-0381 

●社団法人日本フードサービス協会 （会長；米濵 和英） 

  東京都港区浜松町１－２９－６ 浜松町セントラルビル   TEL03-5403-1060  FAX03-5403-1070 

●社団法人日本フランチャイズチェーン協会 （会長；加藤 充） 

  東京都港区虎ノ門３－６－２ 第２秋山ビル    TEL03-5777-8701  FAX03-5777-8711 

●社団法人日本べんとう振興協会 （会長；安田 定明） 

  東京都新宿区四谷２－８ 新一ビル     TEL03-3356-1575  FAX03-3356-1817 

●社団法人日本ホテル協会 （会長；中村 裕） 

  東京都千代田区大手町２－２－１ 新大手町ビル    TEL03-3279-2706  FAX03-3274-5375 

●社団法人日本ボランタリー・チェーン協会 （会長；宮下 正房） 

  東京都港区芝公園１－７－１５ 池田ビル    TEL03-3435-7311  FAX03-3435-8500 




